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活気・魅力・人づくりの村

・
各
種
給
付
・
保
健
事
業
に
関
す
る

こ
と

・
医
療
費
通
知
に
関
す
る
こ
と

・
そ
の
他
一
般
的
な
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
関
す
る
こ
と

●
電
話
番
号

　

☎
０
５
７
０

－

０
１
１

－

５
５
８

※
通
話
料
が
か
か
り
ま
す

●
期

限

　

令
和
７
年
３
月
３１
日（
月
）

※
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
お
よ
び
年
末
年

始（
１2
月
2９
日
～
１
月
３
日
）を
除
く

※
７
月
１３
日（
土
）～
８
月
３１
日（
土
）の

み
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
も
開
設

●
時

間

　

午
前
８
時
４５
分
～
午
後
５
時
１５
分

●
問
合
せ
先

　

愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合　

管
理
課
資
格
グ
ル
ー
プ

　

☎
０
５
２

－

９
５
５

－

１
２
４
６

妹
・
孫
等

⑦
曾
祖
父
母
、
ひ
孫
、
お
じ
、
お
ば
、

お
い
、
め
い

※
同
居
な
ど
一
定
の
条
件
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。

●
請
求
期
限

　

１１
月
2１
日（
木
）

●
問
合
せ
先

　

厚
生
労
働
省
補
償
金
担
当
窓
口

　

☎
０
３

－

３
５
９
５

－

２
２
６
２

　

受
付
時
間　

午
前
１０
時
～
午
後
４
時

（
月
曜
～
金
曜
。
土
曜
・
日
曜
・
祝

日
お
よ
び
年
末
年
始
を
除
く
）

愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

が
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
ま
し
た

の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
対
応
内
容

・
保
険
料
額
決
定
通
知
書
に
関
す
る

こ
と

・
保
険
料
額
計
算
方
法
及
び
賦
課
状
況

に
関
す
る
こ
と

・
被
保
険
者
証
・
限
度
額
適
用
認
定
証

等
に
関
す
る
こ
と

・
自
己
負
担
割
合
に
関
す
る
こ
と

令
和
６
年
度

後
期
高
齢
者
医
療

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

こ
の
補
償
金
は
、
国
が
、
誤
っ
た
隔

離
政
策
に
よ
り
、
元
患
者
の
ご
家
族
の

皆
さ
ま
に
多
大
の
苦
痛
と
苦
難
を
強
い

て
き
た
こ
と
を
心
か
ら
お
詫
び
し
、
そ

の
精
神
的
苦
痛
を
慰
謝
す
る
た
め
の
も

の
で
す
。

請
求
に
関
す
る
情
報
が
、
請
求
か
ら

受
給
ま
で
、
請
求
者
お
よ
び
そ
の
指
定

す
る
方
以
外
に
知
ら
れ
る
こ
と
が
無
い

よ
う
に
配
慮
し
て
い
ま
す
。

秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
、

お
電
話
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
不
安
な

お
気
持
ち
や
ご
質
問
に
も
丁
寧
に
答
え

ま
す
。

●
対
象
者

■
補
償
金
額
１
８
０
万
円

①
配
偶
者（
事
実
婚
も
含
む
）

②
親
、
子

③
親
・
子
の
配
偶
者
お
よ
び
配
偶
者
の

親
・
子
等

■
補
償
金
額
１
３
０
万
円

④
兄
弟
姉
妹

⑤
祖
父
母
・
孫

⑥
祖
父
母
・
兄
弟
姉
妹
・
孫
の
配
偶
者

お
よ
び
配
偶
者
の
祖
父
母
・
兄
弟
姉

ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
の
ご
家
族
へ 

～
対
象
と
な
る
方
々
に「
補
償
金
」

を
支
給
し
ま
す
～

○
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
等

減
免
を
受
け
る
方
は
、
身
体
障
害
者

手
帳
等
、
運
転
免
許
証
、
納
税
通
知
書

を
持
参
し
て
税
務
課
に
て
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。

ま
た
、
車
い
す
輸
送
車
等
構
造
上
、

専
ら
身
体
障
害
者
を
輸
送
す
る
た
め
の

設
備
を
整
え
た
車
両
も
減
免
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
税
務
課
ま
で
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。
申
請
に
は
、
構
造

と
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
写
真
、
納
税
通

知
書
が
必
要
で
す
。

●
申
請
期
限

　

５
月
３１
日（
金
）

減
免
申
請
の
期
限
は
５
月
３１
日
で
す

が
、
事
務
処
理
の
都
合
上
、
5
月
21
日

（
火
）ま
で
の
申
請
に
ご
協
力
お
願
い
し

ま
す
。

●
問
合
せ
先

総
務
部
税
務
課
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information

田
植
え
の
時
期
に
合
わ
せ
て
、
ロ

ケ
ッ
ト
花
火
に
よ
る
有
害
鳥
獣（
ド
バ

ト
、
カ
ラ
ス
、
カ
モ
等
）の
追
払
い
を

行
い
ま
す
。
田
植
え
を
行
っ
て
い
る
、

ほ
場
の
近
く
で
は
花
火
の
音
が
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

●
問
合
せ
先

　

開
発
部
経
済
課

　

中
央
公
民
館
内
教
育
課

来
年
度
に
新
１
年
生
に
な
る
お
子
さ

ま
の
保
護
者
向
け
に
佐
織
特
別
支
援
学

校
の
見
学
会
が
あ
り
ま
す
。
ご
希
望
の

方
は
教
育
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
日

時

　

５
月
１６
日（
木
）

●
場

所

　

佐
織
特
別
支
援
学
校　
　

●
対

象

　

新
就
学
児
の
保
護
者

●
申
込
み
・問
合
せ
先

　

中
央
公
民
館
教
育
課

有
害
鳥
獣
追
払
い
の

お
知
ら
せ

佐
織
特
別
支
援
学
校　

小
学
部
見
学
会

住宅用地球温暖化対策設備導入補助金について住宅用地球温暖化対策設備導入補助金について
　地球温暖化の防止に寄与するため、次の設備費用を一部補助します。
①定置用リチウムイオン蓄電システム
　上限1５０,０００円
②電気自動車等充給電設備（V2H）
　上限1００,０００円
③家庭用燃料電池システム（エネファーム）
　上限1００,０００円
④一体的導入
　�太陽光発電施設＋家庭用エネルギー管理システム（HEMS）＋①または②を一体的に導入する
場合�〈太陽光発電施設�６０,０００円／kw（最大７kw）＋（HEMS＋①または②）×1／５〉
　上限６５０,０００円

　詳しくは村公式ホームページをご覧ください。
 ●問合せ先　すこやかセンター内保健環境課

現
在
、
村
内
に
お
い
て
特
定
外
来
生

物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ

カ
ミ
キ
リ
の
被
害
が
多
数
報
告
さ
れ
て

い
ま
す
。

ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ
は
繁
殖
力

が
非
常
に
強
く
、
幼
虫
が
桜
、
梅
、
桃

な
ど
の
幹
を
食
い
荒
ら
し
、
数
年
で
枯

ら
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
被
害
を
も
た
ら

し
ま
す
。
そ
の
た
め
被
害
の
拡
大
、
周

辺
地
域
へ
の
拡
散
を
防
ぐ
た
め
に
、
発

見
し
た
場
合
は
す
ぐ
に
捕
殺
、
駆
除
し

て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ
を

飼
育
・
保
管
、
輸
入
、
販
売
、
譲
り
渡

し
、
野
外
へ
放
つ
こ
と
は
外
来
生
物
法

に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
絶

対
行
わ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　

開
発
部
経
済
課

ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
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労働保険のお知らせ労働保険のお知らせ
令和6年度 労働保険（労災保険・雇用保険）の年度更新期間は、

６月３日（月）～７月1０日（水）です。
電子申請・電子納付や口座振替のご利用、または

　　最寄りの労働局・労働基準監督署・金融機関で申告・納付をお願いします。

【年度更新申告書は、５月末頃に発送予定です】

年度更新申告書の書き方および申告・納付方法等の詳細につきましては、年度更新申告

書に同封しているパンフレット等をご参照ください。厚生労働省のホームページでも確

認できます。

労働保険のお手続きに「電子申請」をぜひご活用ください。（自宅やオフィスから2４時間

いつでも申告・納付が可能です）

 ●問合せ先　 愛知労働局　☎０５2－21９－５５０３

労働保険電子申請
イメージキャラクター：
ペパレス執事

■
共
通
事
項 

●
参
加
費　
無
料

●
受
付
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

（
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
お
よ
び
年
末

年
始
を
除
く
）

　

手
話
通
訳
・
要
約
筆
記
な
ど
障
が
い

の
た
め
配
慮
が
必
要
な
方
は
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
海
部
南
部
権
利
擁
護
セ

ン
タ
ー

　

☎
６
９

－

８
１
８
１

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
６
９

－
８
１
８
０

　

☎�

５
２

－

０
１
１
９

■
巡
回
相
談（
要
予
約
）

毎
月
第
２
火
曜
日
、
相
談
員
が
相
談

会
場
に
出
向
い
て
相
談（
無
料
）を
お
受

け
し
ま
す
。

な
お
、
相
談
に
は
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

●
日

時

　

５
月
１４
日（
火
）

①
午
後
１
時
３０
分
～
２
時
2０
分

②
午
後
２
時
３０
分
～
３
時
2０
分

③
午
後
３
時
３０
分
～
４
時
2０
分

●
場

所　

　

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー

■
弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談（
要
予
約
）

毎
月
第
３
木
曜
日
、
権
利
擁
護
や
成

年
後
見
に
関
す
る
相
談（
無
料
）を
お
受

け
し
ま
す
。

な
お
、
相
談
に
は
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

●
日

時

　

５
月
１６
日（
木
）

①
午
後
１
時
～
１
時
５０
分

②
午
後
２
時
～
２
時
５０
分

③
午
後
３
時
～
３
時
５０
分

●
場

所

　

海
部
南
部
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー

海
部
南
部
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
の

成
年
後
見
支
援
に
つ
い
て

年度更新申告書
書き方パンフレット

労働保険電子申請
特設サイト


